
49 森林の生物多様性保全総合対策事業
【１ 】，０１３(１６８）百万円

対策のポイント
生物多様性条約第10回締約国会議の日本開催等を契機とし、森林生態系の調

、 、 。査 保護・管理技術の開発等により 生物多様性保全を総合的に推進します

＜背景／課題＞

・ を果たす必生物多様性条約第10回締約国会議（COP10）議長国としての先導的な役割

要があります。

生物多様性の保全に関する施策を適切に実施する・国土の７割を占める森林について、

ための多様性に関する状況の把握や、国民の理解の増進、我が国の取組の国内外への発

などが求められています。信

政策目標

平成２３年度までに「生物多様性の認知度」を５０％に引き上げ

＜主な内容＞

１．森林生態系多様性基礎調査 ４０５（０）百万円

します。あわせて、全国土を対象に植生等の生物多様性に関する定点観測を実施

します。データの分析等を行い、生物多様性の保全に向けた森林施策の検討に活用

補助率：定額

事業実施主体：民間団体

２．デジタル森林空間情報利用技術開発事業 ２９３（０）百万円

デジタル空中写真の撮影データを解析 森林植生等の属地的な森することにより、

します。林の状況について、効率的かつ高精度に把握するための実用化技術を開発

補助率：定額

事業実施主体：民間団体

３．森林環境保全総合対策事業 ３０５（１５８）百万円

森林の保護・管理に係る技術開発や、我が国に森林の生物多様性保全に向けて、

します。おける取組の国内外への発信、野生鳥獣被害対策技術の開発等を促進

補助率：定額

事業実施主体：民間団体

お問い合わせ先：

１、２の事業 林野庁計画課 （０３－６７４４－２３００（直 ））

３の事業 林野庁研究・保全課 （０３－６７４４－２３１１（直 ））


